
    年  月  日 
（日付をご記入ください） 

該 非 判 定 書 の 発 行 依 頼 書 
（輸出貿易管理令別表第１・外国為替管理令別表） 

      株式会社 行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）下記の輸出者以外の方（乙種仲立業者等）が、該非判定書の発行依頼をされる場合 
次に、会社名等をご記入ください。 

（住     所） 
（会  社  名） 
（輸出者との関係） 
（担 当 者 氏 名） 
※下記の太線の中の項目は、全てご記入ください。空白がある場合、発行できません。 
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ご署名 
 
            ㊞ 

輸 

出 
者 

電 話 （  ）   ― FAX （  ）   ― 

№ 品  名 型  番 数  量 

１    

２    

３    

４    

製 

品
・
技 

術 

５    

該非判定書の希望送付場所  
 

※ 発行までは、通常、お申し込み後、約１週間を要します。希望日に間に合わない場合があり

ますので、予めご了承ください。 

整理番号 小委員会受付日 輸出予定日 弊社営業担当・所属・氏名 弊社記入欄 
   

    
 

             ㊞ 

当社（下記の『輸出者』を言います。）はこの度、貴社製品（『役務』を含む。以下同様）を輸出するにあた 

り、次のとおり遵守することを誓約したうえ、下記製品について、該非判定書の発行を求めます。 

１． 当社は、貴社製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める製品（以下『規制貨物等』という）を輸出または国

外へ提供する場合は、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）を取得するなど必要な手続をとります。 

２． 当社は貴社製品を最終使用者が、核兵器、ミサイル、科学兵器、生物兵器またはその他武器、これらの製造装置 

等の開発・製造などの用途に用いる場合は、輸出許可を取ることなく輸出をいたしません。 

３． 当社は貴社製品を第三者に転売する場合は、上記１及び２の内容を当該第三者に通知します。また当社は、転売 
先及び転売に関わる関係者が違法に輸出するおそれがある場合は、当該第三者と取引をいたしません。 


